
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 特 定 臨 床 研 究 監 査 委 員 会 規 程 新 旧 対 照 表  

改   正   前 改   正   後 

（前 略） 

（組織） 

第３条 

 (1)～(3)  

２～７ 

８ 委員会は、原則、毎事業年度に１回以上開催す

る。 

（後 略） 

 

 

（組織） 

第３条 

 (1)～(3) 

２～７ 

８ 委員会は、原則、毎事業年度に２回以上開催す

る。 

 

附 則 

 この規程は、令和２年４月３０日から施行する。 

 

（略） （同 左） 


